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２６こころの電話相談　〔察(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日は休み）
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※新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、
一部の相談は電話対応のみとなります。
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２７

膝腰痛改善教室

とき　１１月１１日～２５日の毎週水曜日、

午後１時３０分～３時３０分（全３回）

ところ　けあぱる

内容　整形外科医による講義、膝痛や

腰痛の改善に向けて普段から取り組め

る簡単な運動や食事のポイントを紹介

対象者　市内在住で６５歳以上の人

定員　１７人　

参加費　無料

申し込み　１１月１日(日) までに、ウエル

ネスけあぱるへ（電話申し込み可）　

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

認知症サポーター養成講座

　認知症の人やその家族を温かく見守

る応援者である「認知症サポーター」

を養成する講座を開催します。

とき　１０月１２日(月) 、午前１０時～１１時

ところ　総合福祉会館

内容　認知症の基礎知識、認知症の人

の心の理解と対応について

対象者　市内在住・在勤で認知症サ

ポーターになることを希望する人

※受講者には認知症サポーターの証し

であるオレンジリングをお渡しします。

定員　１５人　

受講料　無料

申し込み　１０月６日(火) ～９日(金) に、高

齢介護課（内線１９６）へ（申し込み先着順）

おれんじパートナー交流会

　認知症ケアについての情報交換や認

知症介護経験者の話を聞いて、不安や

悩み、困りごとの解決のヒントを見つ

けませんか。

とき　１０月２８日(水) 、午後１時３０分～３時

ところ　すばるホール３階会議室２

対象者　認知症の人やその家族、認知

症サポーター、地域で認知症ケアを進

めていきたい人、認知症に関心のある

人など　

※認知症の人が参加される場合は、事

前にご連絡ください。

定員　１８人（当日、直接会場へ）

参加費　１００円（お茶・お菓子代）

問い合わせ　井尻さん（おれんじパー

トナー事務局）〔察０９０(３９９６)００７１〕

便秘対策！腸に関わる筋肉を
刺激しよう！

　便秘対策として、腸に関わる筋肉を

動かし、大腸を刺激していきます。

　日常生活の中で取り組みやすい運動

をご紹介しますので、気軽にご参加く

ださい。

とき　１１月９日(月) 、午後２時～３時

ところ　レインボーホール（市民会館）

定員　２０人

参加費　５００円

持ち物　靴、フェイスタオル、飲み物

※動きやすい服装で参加してくださ

い。

申し込み　１０月６日(火) ～、同ホールへ

（申し込み先着順、電話申し込み可）

 

登記無料相談

とき　１０月２７日(火) 、午後１時～４時

ところ　市役所１階市民相談室

内容　土地家屋調査士と司法書士によ

る相続、贈与、遺言、売買、会社設立、

土地の分筆・地積更正登記など登記に

関するあらゆる相談

定員　６人

申し込み　１０月６日(火) ～、都市魅力課

（内線１８２）へ（申し込み先着順）

不動産に関する無料相談

とき　１１月５日(木) 、午後１時～４時

ところ　市役所１階市民相談室　

内容　住宅の購入や賃貸マンションの

契約など不動産を安全に取引するため

の事前相談（相談時間は１人３０分以内）

定員　６人

申し込み　１０月６日(火) ～１１月４日(水) 

（土・日曜日、祝日を除く午前９時～

午後４時）に、（公社）全日本不動産協

会大阪本部大阪南支部〔察０７２(２６３)

７２２２〕へ（申し込み先着順）

相　談

 

悪質な訪問販売にご注意を

　最近、市から委託されたような口ぶ

りでウイルスの除去を持ち掛けて水質

調査をし、浄水器を販売したり、水道

管や下水道管を清掃したりする事案が

多く発生しています。

　市が各家庭を訪問し、浄水器の販売

や、宅内の水道管・下水道管の清掃な

どをすることはありません。

　必要でない場合や不審に感じた場合

は 毅  然 とした態度で断ってください。
き ぜん

　また、「だまされたかな」と思われる

人は消費者相談をご利用ください。

問い合わせ　上下水道総務課（内線

２５４）、市消費生活センター（内線１８６）

 

若さ・健康・体力アップ教室

とき　１１月１１日～１２月２３日の毎週水曜

日、午前９時４５分～１１時４５分（全７回）

ところ　けあぱる

内容　体力チェック、若さと健康を保

つための運動や食事のポイントなど

対象者　市内在住で６５歳以上の人

定員　２０人　

参加費　無料

申し込み　１１月１日(日) までに、ウエル

ネスけあぱるへ（電話申し込み可）

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

ワンポイント！介護講習会

とき　１０月２９日(木) 、午後２時～３時

ところ　東公民館

内容　オムツ交換とポータブルトイレ

の取り扱いをテーマに、介護技術の習

得をめざす

定員　１５人　

受講料　無料

持ち物　飲み物

申し込み　１０月２６日(月) までに、高齢介

護課（内線１９７）へ（申し込み多数の場

合抽選）

上下水道

講座・催し

※掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または延期する場合があります。
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住宅を耐震・バリアフリー・
省エネ改修すると固定資産税
が減額されます

　住宅を耐震改修、バリアフリー改修、

省エネ改修（熱損失防止改修）し、一

定の要件に適合する場合は改修後一定

期間、固定資産税が減額されますので

申告してください。

　対象となる改修工事の内容や申告手

続き、添付書類など詳しくは、お問い

合わせください。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１５）

 

新しい国民健康保険被保険者証
を送付します

　現在使用されている被保険者証は、

１０月３１日(土) で有効期限が切れますの

で、新しい被保険者証（カード）を１０

月中旬に簡易書留で郵送します。

■被保険者証が届いたら

　新しい被保険者証は、台紙に貼り付

けた状態で郵送します。

　受け取られたら、世帯の国民健康保

険加入者全員の被保険者証があるかを

確認した上で、台紙から 剥 がしてくだ
は

さい。

※有効期限が切れた被保険者証は、保

険年金課に返却していただくか、ご自

身で破棄してください。

　なお、被保険者証には国の法令など

の規定により、裏面に臓器提供意思表

示欄を設けています。この意思表示は

任意ですが、ご記入いただいた場合は

台紙裏面の「個人情報保護シール」を

貼り付けると、署名欄などを見えない

ようにすることができます。

　また、同シール

には新薬と同じ有

効成分でありなが

ら 価 格 が 安 い

「ジェネリック医

薬品（後発医薬

品）」希望の意思表

示欄を設けていますので、積極的に活

用し、医療費の適正化にご協力くださ

い。

国民健康保険

■被保険者証を受け取ることができな

かったら

　郵便物の転送を郵便局へ依頼されて

いるなどの理由で、被保険者証を受け

取ることができなかった人は、１１月２

日(月) 以降に、次の方法でお受け取りく

ださい。

・住所地への再度の郵送は、保険年金

課へお問い合わせください。

・窓口での交付は、運転免許証やパス

ポート、個人番号カードなどの公的機

関発行の顔写真付き身分証明書と印鑑

（認め印可）を持って、保険年金課へ

お越しください。

《有効期限が短縮される人》

■７５歳になる人（昭和２０年１１月２日～

２１年１０月３１日生まれ）の有効期限は誕

生日の前日まで

　これは、７５歳の誕生日から後期高齢

者医療制度に移行するためです。同制

度の被保険者証は、誕生日の前月中に

郵送します。

問い合わせ　保険年金課（内線５５２）

 

65歳になる人に介護保険      
被保険者証を送付します

　介護保険制度では、６５歳（誕生日の

前日）になると第１号被保険者となり

ます。本市では、第１号被保険者にな

る月の初旬に介護保険被保険者証を送

付しています。要介護認定の申請の際

に必要となりますので大切に保管して

ください。

　また、第１号被保険者になると介護

保険料の計算方法や納め方が変わりま

す。詳しくは、介護保険被保険者証に

同封のパンフレット、または翌月に送

付する保険料の納付通知書をご覧くだ

さい。

　介護保険料は原則、特別徴収（年金

からの天引き）で納めていただくこと

になりますが、第１号被保険者になら

れてすぐには特別徴収になりません。

しばらくの間、普通徴収（市から送付

する納付通知書で納付）で納めてくだ

さい。また、特別徴収になる時期は、

事前に通知します。

介護保険

　なお、６５歳になる前の保険料や納付

については、ご加入の医療保険（健康

保険組合など）に直接お問い合わせく

ださい。

●10月より特別徴収に変わる人

　現在、普通徴収で保険料を納めてい

る人のうち今年４月１日時点で、６５歳

になっている人で、特別徴収の対象と

なる公的年金（老齢年金や退職年金な

ど）を年間１８万円以上受給している人、

今年４月１日までに本市へ転入した人

で年金保険者（年金事務所、共済組合

など）に住所変更の手続きを完了され

ている人、または昨年度中に保険料額

更正などで特別徴収から普通徴収に変

更となった人は原則、介護保険料の支

払い方法が１０月から特別徴収に変わり

ます。

　ただし、すでに納付書をお持ちの場

合は、上記にかかわらず来年３月まで

普通徴収で納めてください。

問い合わせ　高齢介護課（内線１７５、

１７６）

 

給水装置の修繕費用は           
個人負担です

　公道などに埋められた配水管は市の

所有物ですが、この配水管から分かれ

た給水管などの給水装置（水道メーター

は除く）は皆さんの財産です。

　閉栓中であっても水道メーターより

下流側（宅地側）の水漏れなどの修繕

費用は個人負担となりますので、注意

して管理してください。

　緊急の水漏れなどの水道管のトラブ

ルがあった場合、市指定給水装置工事

事業者または市管工事業協同組合へ連

絡してください。

　同組合へ修繕の申し込みをする場合

は、月～金曜日（祝日は除く）、午前９

時～午後５時３０分は同組合〔察０１２０

(０３２)４９７〕へ。その他の時間帯および

土・日曜日、祝日、年末年始は市役所

宿直室〔察(２５)１０００〕へご連絡くださ

い。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７、

２９５）

上下水道

２８※イベントなどに参加される際は、感染防止のため、マスクの着用など主催者の指示に従ってください。
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重度障がい者医療医療証が    
（オレンジ色）に変わります

　現在、「重度障がい者医療医療証」（緑

色）をお持ちの人は、１０月３１日(土) で有

効期限が切れます。

　引き続き該当する人には、新しい医

療証（オレンジ色）を１０月末までに郵

送します。届かない場合や初めて申請

される人は、お問い合わせください。

　また、医療証をお持ちの人で健康保

険証や住所などに変更のある人は速や

かに届け出てください。

対象者　本市に居住し、健康保険に加

入している人で、次のいずれかに該当

する人

・身体障がい者手帳（１・２級）を持っ

ている人

・療育手帳（Ａ）を持っている人

・身体障がい者手帳（３～６級）と療

育手帳（Ｂ１）の両方を持っている人

・精神障がい者保健福祉手帳（１級）

を持っている人

・特定医療費（指定難病）受給者証を持っ

ている人のうち障がい者年金１級または

特別児童扶養手当１級を受給相当の人

問い合わせ　福祉医療課（内線１６３、１６４）

赤い羽根共同募金運動　　　

　１０月１日(木) より、赤い羽根共同募金

運動が始まります。

　赤い羽根共同募金は地域の皆さんか

らの寄付金を、その地域の福祉のため

に使う「自分のまちを良くするしくみ」

です。ぜひ、ご協力をお願いします。

とき　１０月１日(木) ～１２月３１日(木) 

目標額　４２２万４０００円

※１０月３日(土) 、午前１１時～正午に、エ

コール・ロゼ南駐車場で街頭キャン

ペーンを実施します。

●歳末たすけあい運動助成団体を募集

　年末年始に開催される、地域住民を

対象とした交流事業へ助成します。

　申し込み方法など詳しくは、お問い

合わせください。

問い合わせ　総合福祉会館内富田林地

区募金会事務局〔察(２５)８２６１〕

福　祉
献血にご協力を

とき・ところ　１０月４日(日) 、午前１０時

～午後４時＝エコール・ロゼ、９日(金) 、

午前１０時～正午＝南河内府民セン

ター、午後２時～４時３０分＝ＰＬ病院、

１０日(土) 、午前１０時

～正午、午後１時

～４時３０分＝コノ

ミヤ富田林店

※献血を受けてい

ただける条件など

詳しくは、お問い

合わせください。

問い合わせ　市献血推進協議会〔察(２５)

８２６１〕

 

国民年金保険料をまとめて    
前納すると割り引きされます

　今年度の下半期分（１０月～令和３年

３月分）の保険料を１１月２日(月) までに

前納すると、保険料が割り引きされます。

　また、保険料の一部が免除承認され

ている人も、納付すべき一部の保険料

を前納することにより割り引きされま

す。割り引き額は、下表のとおりです。

下半期分の保険料の前納方法

　「領収（納付受託）済通知書」の領収

日付欄に「下期」と表示のある納付書

で、最寄りの金融機関、郵便局、コンビ

ニエンスストアで納付してください。

※前納用の納付書がないときは、年金

事務所にご連絡ください。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔察０６

(６７７２)７５３１〕

国民年金

 

税務相談センターを開設

　近畿税理士会富田林支部では「税務

相談センター」を開設し、国税などに

関する税務相談を無料で実施します。

とき　１０月１５日(木) 、１１月１９日(木) 、いず

れも午後１時～４時

ところ　市役所１階課税課前会議室

申し込み　相談希望日の１週間前まで

（月～金曜日の午前９時～午後４時）

に、同支部〔察(２５)６２５０〕へ

本市への転入者で、原動機付
自転車などを所有している人
は申告を

　本市へ転入された人が原動機付自転

車などを所有されている場合は、本市

のナンバープレートに変更していただ

く必要があります。ナンバープレート

を変更せずに、原動機付自転車などを

所有している人は、課税課もしくは金

剛連絡所で手続きをしてください。

◇前住所地で未廃車の場合

持ち物　前住所地の申告済証（標識交

付証明書）、ナンバープレート、登録者

（納税義務者）の印鑑（認め印可）

◇前住所地で廃車済の場合

持ち物　廃車証明書（再登録用）、登録

者（納税義務者）の印鑑（認め印可）

問い合わせ　課税課（内線１１０）

税

２９ ※掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または延期する場合があります。
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